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　『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
規
程

第
一
条
【
総
則
】

一
　
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
（
以
下
、
研
究
所
と
い
う
）
は
、
研
究

成
果
を
発
表
す
る
た
め
に
『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』（
以

下
、『
紀
要
』
と
い
う
）
を
発
行
す
る
。

二
　『
紀
要
』
は
、
原
則
と
し
て
年
一
回
、
三
月
二
十
一
日
の
発
行

と
す
る
。

第
二
条
【
投
稿
内
容
と
資
格
等
】

一
　『
紀
要
』
の
掲
載
原
稿
は
、
投
稿
原
稿
と
依
頼
原
稿
か
ら
な
る
。

二
　『
紀
要
』
へ
の
投
稿
原
稿
は
、「
研
究
論
文
」
及
び
「
研
究
活
動

報
告
」（
以
下
、
投
稿
論
文
等
と
い
う
）
を
そ
の
主
た
る
内
容
と

す
る
。

三
　
投
稿
資
格
は
、
研
究
所
所
長
、
教
授
、
研
究
員
、
相
談
役
、
並

び
に
教
授
・
研
究
員
に
よ
る
研
究
グ
ル
ー
プ
参
加
者
に
限
る
。

但
し
、
所
長
が
投
稿
を
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い
。

四
　
投
稿
論
文
等
は
、
未
発
表
の
も
の
に
限
る
。
ま
た
、
外
部
に
お

い
て
審
査
中
若
し
く
は
掲
載
予
定
の
論
文
等
は
、
二
重
投
稿
と

み
な
し
、『
紀
要
』
に
お
け
る
発
表
は
認
め
な
い
。

第
三
条
【
投
稿
要
領
】

一
　
投
稿
論
文
等
は
、
和
文
ま
た
は
英
文
と
す
る
。
和
文
の
場
合
の

文
字
数
は
、
一
万
二
千
字
か
ら
二
万
字
ま
で
と
す
る
。
ま
た
、

四
百
字
詰
原
稿
用
紙
の
場
合
は
、
三
十
枚
か
ら
五
十
枚
ま
で
と

す
る
。
英
文
の
場
合
は
、
概
ね
八
千
語
ま
で
と
す
る
。

二
　
投
稿
の
締
切
は
、『
紀
要
』
発
刊
前
年
の
九
月
末
日
と
す
る
。

三
　
引
用
添
付
す
る
図
版
が
著
作
者
若
し
く
は
所
蔵
者
の
承
認
を
必

要
と
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
執
筆
者
が
掲
載
許
可
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
そ
の
場
合
に
掛
か
る
経
費
は
、
執

筆
者
の
負
担
と
す
る
。

四
　
投
稿
者
は
、
研
究
者
の
倫
理
規
範
と
し
て
別
途
定
め
る
『
川
崎

大
師
教
学
研
究
所 

研
究
倫
理
綱
領
』
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
条
【
編
集
委
員
会
と
査
読
】

一 

　『
紀
要
』
発
行
に
あ
た
り
、
研
究
所
に
編
集
委
員
会
を
置
く
。

二
　
編
集
委
員
会
は
、
編
集
委
員
長
及
び
編
集
委
員
若
干
名
に
よ
り

構
成
す
る
。
編
集
委
員
長
、
編
集
委
員
は
教
授
、
研
究
員
の
う

ち
か
ら
所
長
が
依
頼
す
る
。
ま
た
、
編
集
委
員
の
任
期
は
三
年

と
す
る
。
但
し
、
再
任
は
妨
げ
な
い
。

三
　
投
稿
論
文
等
は
、
編
集
委
員
会
が
原
則
と
し
て
査
読
す
る
。

四
　
査
読
の
結
果
に
基
づ
き
、
編
集
委
員
会
は
、
執
筆
者
に
投
稿
論

文
等
の
修
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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『川崎大師教学研究所紀要』規程

五
　
編
集
委
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
別
途
外
部
へ
査
読
を
依
頼

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
　
編
集
委
員
会
は
、
編
集
過
程
そ
の
他
全
般
に
つ
い
て
、
研
究
所

「
教
授
会
」（
以
下
、教
授
会
と
い
う
）
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

七
　
教
授
会
は
、
編
集
委
員
会
が
行
う
査
読
の
報
告
を
受
け
、
掲
載

可
否
を
決
定
し
、「
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
会
議
」（
以
下
、
研

究
所
会
議
と
い
う
）
に
承
認
を
求
め
る
。

第
五
条
【
著
作
権
の
取
扱
】

一
　
掲
載
さ
れ
た
依
頼
原
稿
、
並
び
に
投
稿
論
文
等
（
以
下
、
掲
載

論
文
等
と
い
う
）
の
デ
ー
タ
利
用
権
は
、
研
究
所
に
帰
属
す
る

も
の
と
す
る
。
但
し
、
執
筆
者
が
研
究
所
の
同
意
を
得
て
、
利

用
・
公
開
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

二
　
掲
載
論
文
等
が
、
第
三
者
の
著
作
権
、
そ
の
他
の
権
利
及
び
利

益
を
侵
害
し
た
場
合
、
執
筆
者
は
、
こ
れ
に
掛
か
る
一
切
の
責

任
を
負
う
も
の
と
す
る
。

三
　
掲
載
論
文
等
は
、
研
究
所
が
電
子
フ
ァ
イ
ル
化
を
行
い
、
ウ
ェ

ブ
上
で
公
開
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
【
校
正
】

執
筆
者
に
よ
る
校
正
は
、
二
回
ま
で
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
原

稿
の
誤
字
、
脱
字
等
の
基
本
的
訂
正
を
除
き
、
加
筆
、
修
正
は

認
め
な
い
。
ま
た
、
印
刷
工
程
に
お
け
る
内
容
上
の
修
正
に
つ

い
て
も
認
め
な
い
。

第
七
条
【
原
稿
料
、
掲
載
料
等
】

投
稿
論
文
等
に
対
す
る
原
稿
料
の
支
払
い
、
掲
載
料
の
徴
収
は

原
則
と
し
て
行
わ
な
い
。

第
八
条
【
規
程
の
改
廃
】

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
教
授
会
の
審
議
を
経
て
、
研
究
所
会
議

に
お
い
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
【
そ
の
他
】

こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
教
授
会

の
審
議
を
経
て
、
所
長
が
そ
の
対
応
を
判
断
し
、
そ
の
結
果
を

研
究
所
会
議
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

附
則	

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

附
則	

こ
の
改
正
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
一
日
よ
り
施

行
す
る
。


